
 桜島・錦江湾横断遠泳大会実行委員会会則
(目的)

第1条 本会は桜島・錦江湾横断遠泳大会をより円滑かつ効果的に推進するとともに､遠泳の　メッカ・鹿児島を全国へ情報発信し、鹿児島の発展を促進することを目的とする｡
(名称)

第２条　本会は｢桜島・錦江湾横断遠泳大会実行委員会」(以下「委員会」とする)と称する。
(事業内容)

第３条　委員会は桜島・錦江湾横断遠泳大会(以下｢遠泳大会｣とする)を総括するとともに次に掲げる事務を行うものとする｡
(1)遠泳大会の開催に関すること｡
(組織及び構成)

第４条　

1.役員に名誉会長・名誉顧問・顧問・会長・監事、また委員会には実行委員長・実行委員を置き､構成メンバーについては別表１の者を充てる｡
2.会長は委員会を代表し会務を総理する｡
3.実行委員長は委員会を組織し遠泳大会を開催する｡
4.実行委員は委員会の決議に基づきその事務を執行する｡

5.監事は委員会の会計を監査する。
(委員会会議）
第５条　

1.委員会会議は実行委員長が必要と認めるときに招集する｡
2.実行委員長は会議の議長となり議事を整理する｡
3.会議は委員会の過半数が出席しなければ開くことはできない｡
4.実行委員長は必要と認めるときは関係者を会議に出席させ関係事項について説明又は意見を求めることができる｡

(運営委員会の組織）
第６条　

1.委員会に運営委員会を設置し委員を置き､構成メンバーについては別表1の者を充てる｡
2.運営委員長は運営委員会を代表し会務を整理する｡
3.運営委員長は運営委員会の議長となり議事を整理する｡
4.運営委員長は必要と認めるときは関係者を会議に出席させ関係事項について説明又は意見を求めることができる｡
(運営委員会）
第７条　

1.運営委員会は委員会の決定に従い本会の事業執行に必要な事項を決定する｡
2.運営委員会は遠泳大会を開催するにあたり予算､安全競技､広報､総務､その他の業務に関して協議を行う｡
3.運営委員会は前項の業務を行うにあたり必要な部会を設置できる｡
(部会）
第８条　

1.前条第3項に掲げる部会は部会長､その他必要な構成員をもって組織する｡
2.部会は運営委員会が開催し遠泳大会の実質的な業務を行う｡
3.部会は必要に応じて協議事項を運営委員会に報告するものとする｡
(事務局)

第９条　

1.委員会に事務局を置き､事務局をNPO法人SCCに置く｡

2.事務局で処理する事務ついては運営委員会で決定する｡
(会計）
第１０条　

1.委員会の会計は運営委員会で行う｡
2.委員会に必要な経費は負担金､助成金及びその他の収入をもって充てる｡
3.部会に関する会計は実行委員長が別に定める｡

4.本会の会計は、毎年１２月１日に始まり、翌年１１月３０日に終わるものとする。
(その他）
第１１条　この会則に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める｡
桜島・錦江湾横断遠泳大会　実行委員会
会　　　　則




